
事 業 所 名 要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から

サービスの種類 全額給付されますので、自己負担はありません。

所   在   地 その他の費用

電話番号  ０５８－３２２－５２００ 介護支援専門員が訪問するための交通費の実費

FAX  ０５８－３２２－５２０１ （ 実施地域を越えた位置※３３円／km ）

ホームページ ※課税対象サービスにつき、内税にて表示させてきます

管   理   者

事業所番号  ２　１　７　３　２　０　０　４　９　０  苦情解決責任者

営 業 時 間  ８：３０～１７：３０    名誉常務理事　太田　澄子

 月曜日～土曜日　※日曜日は電話対応  担当者

　（12/30～1/3除く、但し電話で対応可）    管轄管理者　玉城　栄之功

   管理者　　　　伊藤　諭美

ご利用時間  毎日　　８：３０～１７：１５

 電話　  ０５８－３２２－５２００ （瑞穂）

利 用 定 員  苦情箱（玄関に設置）

 市町村苦情相談  お住まいの市町村役場・介護保険担当窓口

 介護保険担当苦情相談係　

 電話　０５８－２７５－９８２６

専従 兼務 専従 兼務

管  理  者 1 1  福）新生会　外部サービス向上委員会　

介護支援専門員 5 2 1 2  代表　樋口　通子

事務員 1 1   サービス向上委員紹介・苦情処理詳細は玄関に備えてあります

保有資格 重複有

主任介護支援専門員 介護福祉士

介護支援専門員 社会福祉士

利   用   料

居宅介護支援事業者の指定票
 サンビレッジ瑞穂　ケアマネジメントセンター

 居宅介護支援事業・介護予防支援事業

 岐阜県瑞穂市只越２１９番地２

伊藤　諭美

職員体制
（主たる職員）

常勤 非常勤

 https://www.sun-village.jp/

 岐阜県（岐阜圏域、西濃圏域）

 介護支援専門員１名につき要介護者４９名

従業者の職種 員数

区       分

営   業   日

 但し、サンビレッジ瑞穂から半径１０ｋｍ以内

 １０ｋｍ以上の場合は要相談

相談･苦情申立の
第三者機関

機関の名称

岐阜県健康保険団体
連合会苦情相談

窓口担当者

通常の実施地域

ご利用方法

苦情等申立先

https://www.sun-village.jp/
https://www.sun-village.jp/
https://www.sun-village.jp/
https://www.sun-village.jp/
https://www.sun-village.jp/
https://www.sun-village.jp/

